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令和３年１１月１２日 

都道府県医師会 担当理事   殿  

公益社団法人日本医師会常任理事  

 釜萢  敏  

宮川 政昭  

(公印省略 ) 

 

新型コロナウイルス感染症患者の治療に必要な人工呼吸器無償譲渡について  

 

今般、厚生労働省医政局経済課より、各都道府県衛生主管部（局）宛に標記の事務

連絡が発出されるとともに本会に対しても周知方依頼がありました。  

人工呼吸器等の医療機関への無償配布につきましては、同名の文書（令和３年５月

３１日付文書（地 102）（健Ⅱ116）（法安 37））等を以てご案内し、厚生労働省が事

業者から購入した人工呼吸器と消耗品等について、希望する医療機関に対して無償

配布がなされました。本事務連絡は、引き続き、今後の感染拡大に備え、医療提供体

制の整備を進めていただけるよう、人工呼吸器本体について、追加申請を受け付ける

こととされたことの周知を依頼するものです。  

今般の譲渡対象医療機関は、診療所を含む人工呼吸器を使用する医療機関であり、

今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人工呼吸器の需給逼迫に備える

ことを目的としていることから、現在、新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れ

ていない医療機関からの申請も可能であり、また、受け入れている医療機関におかれ

ましては、新型コロナウイルス感染症の患者の重症度にかかわらず申請可能です。ま

た、今回が人工呼吸器の無償譲渡について、最後となる可能性があるとされています。 

申請いただく場合には、令和３年１１月２６日（金）１８時までに、申請フォーム

（別添２）に必要事項を記載の上、各医療機関から下記メールアドレス宛てに連絡す

ることとされております。  

メールアドレス：kokyuki-haifu@mhlw.go.jp  

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますとともに、

貴会会員への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

なお、各都道府県宛ての事務連絡については、本会宛てのものと同一内容のため、

省略させていただいておりますことを申し添えます。  
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事 務 連 絡 

令和３年 11 月 11 日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

厚生労働省医政局経済課 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の治療に必要な 

人工呼吸器無償譲渡について 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策については、御尽力及び御協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

先般、「新型コロナウイルス感染症患者の治療に必要な人工呼吸器無償譲渡

について」（令和３年５月 25 日付け事務連絡）でお示ししたとおり、医療機関

において必要に応じ人工呼吸器を使用できるよう、厚生労働省にて人工呼吸器

を購入し、希望する医療機関に対し無償譲渡を行いました。 

今般、引き続き、今後の感染拡大に備え、医療提供体制の整備を進めていた

だけるよう、人工呼吸器について、追加申請を受け付けることとしましたの

で、お知らせいたします。 

譲渡する対象製品、申請方法、譲渡方法及び留意事項等は下記のとおりです

ので、貴会会員に周知いただきますよう、お願いいたします。 

なお、同旨の事務連絡を都道府県宛てに送付していることを申し添えます。 

  



 

記 

 

１．対象となる人工呼吸器の機種 

 

販売名：「アコマ人工呼吸器 ART-21EX」 

製造販売業者：アコマ医科工業株式会社 

 

詳細は人工呼吸器概要（別添１）を御確認ください。 

製品に関するお問い合わせは、下記メーカーに御連絡ください。 

 

問い合わせ先：アコマ医科工業株式会社（call@acoma-medical.co.jp） 

 

２．申請方法及び譲渡方法 

 

譲渡を希望する場合は、申請フォーム（別添２）に必要事項を記載の上、11 月 

26 日（金）までに、各医療機関から下記メールアドレス宛てにご連絡ください。 

 

メールアドレス：kokyuki-haifu@mhlw.go.jp 

 

譲 渡 対 象 先：人工呼吸器を使用する医療機関（診療所を含む） 

※ 今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人工呼吸器の需給逼

迫に備えることを目的とし、現在、新型コロナウイルス感染症の患者を受

け入れていない医療機関からの申請も可能です。 

※ 受け入れている新型コロナウイルス感染症の患者の重症度にかかわらず

申請可能です。 

 

申 請  期 間：令和３年 11 月 12 日（金）00：00 から 11 月 26 日（金）

18:00 まで 

 

譲 渡 時 期：令和３年 12 月以降順次（予定） 

※ 各医療機関からの申請を踏まえ、厚生労働省において数量を調整した後、

譲渡数量を御連絡いたします。 

その後、メーカーから、譲渡機種設置に関する日時調整等を各医療機関宛

御連絡いたします。別添２の担当者情報に記載いただいた方宛てに御連絡

させていただくことを御了承の上、御記載ください。 



 

３．その他の留意事項について 

 

以下の事項について、必ず御確認いただき、御了承いただいた上で申請してい

ただくようお願いします。 

 

・ 人工呼吸器の無償譲渡は、今回が最後となる可能性がございますので、今後

の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人工呼吸器の需給逼迫も想

定した上で、必要数量を十分に御検討ください。 

なお、記載いただいた数量については、該当台数分の人工呼吸器を受け入れ

可能という前提で数量調整を行います。受け入れができない過剰な数量を記

載することがないよう、ご留意ください。 

 

・ 譲渡希望数が厚生労働省の保有数を上回る場合には、必ずしも御希望どおり

の数量を譲渡することができません。なお、その場合は新型コロナウイルス

感染症患者受入実績等を踏まえ、調整いたしますので、予め御了承ください。 

 

・ 人工呼吸器は、特定保守管理医療機器に該当します。譲渡後は関係法令を遵

守し、適切に保守管理を実施してください。また、今回譲渡する製品の保証

期間は、厚生労働省がメーカーから購入した日（令和３年３月 31 日）より

１年間となっております。譲渡にあたっては、当該保証の残存期間を引き継

ぎますが、保証内容及び保証期間後の保守点検に関して、申請前にメーカー

に御確認いただき、ご理解いただいた上でご申請ください。 

 

・ 譲渡後の人工呼吸器の保守点検に関する費用は、各医療機関で御負担いた

だくことになるため、年間の保守点検に関する費用についても加味した上

で、御申請ください。 

 

 

 

厚生労働省医政局経済課 清岡
きよおか

 

電話：03-3595-3409（直通） 

MAIL：kokyuki-haifu@mhlw.go.jp 

（お問い合わせは原則メールにてお願い致します） 



1

製販者 販売名 NPPV/TPPV 使用場面 販売会社 問い合わせ先 人工呼吸器
保有数 備考

アコマ
医科工業
（株）

アコマ人工呼吸器
ART-21EX TPPV 集/一 アコマ医科工業

（株）
call@acoma-
medical.co.jp 20台以上

品名コード：
207-60-10

（専用ブロアART-
21B付）

【略称】集：集中治療室 一：一般病床

譲渡対象人工呼吸器概要 別添１
2021/11/dd 時点



ART-21EX

50–2000 mL

VCV PCV SIMV CPAP

6–60bpm(VCV,PCV)

0–60bpm(SIMV )

1:(0.3,0.5,0.7,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0)(VCV)

0.3–5.0 sec(PCV, SIMV )

0–30%

1–40 hPa

1–40 hPa

3–15 L/min

0–20 hPa 

21–100%

-10–100 hPa

100 VAC±10% 50/60 Hz

MAX 260 VA+10% ART-21B

12 VDC 30

545 × ( )700 × ( )1260 mm

ART-21EX
アコマ人工呼吸器

Two-Way Gas driven Ventilator





別添２

医療機関コード 医療機関名 郵便番号 都道府県 住所 代表電話番号 担当者所属 担当者名 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス ART-21EX

注意事項）
10桁のコード。不明
の場合はご入力不要
です。

ご申請台数をご選
択ください。

記入例） 0123456789 ABC病院 100-8916 東京都 東京都千代田区霞が関１-２-２ 03-5253-1111 臨床工学室 厚労　太郎 03-3595-3409 kokyuki-haifu@mhlw.go.jp 10

ご記載欄

人工呼吸器設置等について、メーカーから直接ご連絡可能な方の情報を
ご記載ください。

医療機関に関する情報をご記載ください。


